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◆ お知らせ ◆ 日本リハビリテーション医学会

指導医（現 指導責任者）制度の改正について

理事長　水間　正澄　

資格認定委員会 担当理事　浅見　豊子　

委員長　佐伯　　覚　

　去る 6月 12日の代議員総会，6月 13日の会員への報告会において，本医学会指導医（現

指導責任者）制度規則の改正などが報告されました．社団法人日本専門医制評価・認定機

構の整備指針に従い，指導医の認定条件等を改めることになります．新制度の適用は

2014年 4月 1日からとなりますが，詳細は，規則（学会ホームページ等掲載）や下記を

ご参照ください．

　今後とも，より多くの先生方に指導医としてご活躍頂けますようお願い申し上げます．

記

●対象：指導医（現　指導責任者含む）

●改正内容：認定条件等を以下に改正

現　行 改正後

資格名称 指導責任者 指導医

研修施設の代表とな
る指導医（責任者）
の呼称

代表指導責任者 指導責任者

申請条件 ① リハビリテーション科専
門医であること

② リハビリテーション医
学・医療に関する診療・
教育・研究活動に従事し
ており，それに関係する
論文あるいは本医学会学
術集会・地方会における
発表を，5つ以上有する
こと

①リハビリテーション科専門医であること

② 専門医取得後，3年以上のリハビリテーショ
ンに関する診療・教育・研究に従事している
こと
③ リハビリテーションに関する筆頭著者である
論文 1篇以上を有すること
④ 専門医取得後，本医学会学術集会（年次学術
集会，専門医会学術集会，地方会学術集会の
いずれか）で 2回以上発表し，そのうち 1回
以上は主演者であること
⑤ 本医学会の指導医講習会＊を 1回以上受講して
いること

更新条件 ①実績報告書の提出 ①実績報告書の提出

② 認定期間内に，本医学会の指導医講習会＊を 1
回以上受講していること
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＊ 指導医講習会は，来年 2014年度から本医学会年次学術集会，および専門医会学術集会

開催時等に，開講予定．

　受講の際は，各会場の総合受付にて，受講カードをお受け取りください．

●適用時期：2014年 4月 1日から

　＊ 現制度による申請の締切は 2014年 3月 31日まで（同日消印有効）とし，審査の結果

承認されたら 2014年 3月 31日に遡って現制度の指導責任者として認定されます．

●移行措置： 2014年 3月 31日までに本医学会が認定している指導責任者は，指導医とみ

なし，現制度で発行された認定証において指導責任者を指導医として読み替

える．同様に，現制度の代表指導責任者は指導責任者と読み替える．

 　2017年 3月 31日までの更新者は，指導医講習会の受講必須を免除とする．

 以上



指導医の認定に関する内規 

 
（目 的） 

第１条 本内規は、指導医制度に関する規則第４条に基づき、専門医制度卒後

研修カリキュラムにおける指導医の資格とその認定に関する手続きについて定

めるものである。 

 

（資 格） 

第２条 指導医の資格は以下の条件を満たすもので、資格認定委員会において

その資格の妥当性を審査し、理事会の議を経て理事長が認定する。 

（１）専門医制度に関する規則（平成１５年６月１８日より施行）により認定    

されたリハビリテーション科専門医（以下、専門医）であること。 

（２）専門医取得後、３年以上のリハビリテーションに関する診療・教育・研

究に従事していること。 

（３）リハビリテーションに関する筆頭著者である論文１篇以上を有すること。 

（４）専門医取得後、本医学会学術集会（年次学術集会、専門医会学術集会、

地方会学術集会のいずれか）で２回以上発表し、そのうち１回以上は主演者で

あること。 

（５）本医学会の指導医講習会を１回以上受講していること。なお、講習会の

詳細は別に定める。 

 

（申 請） 

第３条 指導医の認定を受けようとするものは、以下の書類を理事長に提出し

なければならない。 

（１）指導医認定申請書 

（２）第２条（３）（４）（５）に記載された実績としての証明書類（別刷り又

は写し、発表抄録写し、受講証明の写し） 

 

（認 定） 

第４条 指導医の認定は、次により行う。 

（１）資格認定委員会は、申請書類に基づき、指導医の資格審査を行う。 

（２）認定は、資格審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が 

指導医認定証を交付し、指導医登録簿に登録することによって行う。 

 

（更 新） 

第５条 指導医の更新要件は、次のとおりとする。 

・2014年 4月 1日より適用 

・第 8条の書式は、2014年度冬

より掲載予定 



（１）認定期間内に、本医学会の指導医講習会を 1回以上受講していること。 

（２）認定期間内の診療・教育・研究活動の実績報告書を資格認定委員会に提

出すること。 

２ 更新に関する手続きは、次により行う。 

（１）資格認定委員会は、資格更新のため、各指導医の第１項に定めた更新の

要件について調査を行う。 

（２）資格認定委員会は、調査結果に基づき、指導医の資格更新の審査を行う。 

（３）資格更新は、審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が

指導医認定証を交付し、指導医登録簿に更新登録することによって行う。 

（４）指導医の資格更新は、毎年４月１日とする。 

（５）資格更新の期間は、認定を受けた年度の翌年度の４月１日から起算する

ものとする。 

 

（猶 予） 

第６条 更新の猶予については、次により行う。  

 （１） 次の各号に定める事由により資格更新のための実績報告書を提出でき

なかった場合、5年間の期間に対して、それぞれの期間猶予することができる。  

    １）留学 留学期間の範囲内の期間  

    ２）疾病・出産等 保険医としての業務を遂行できなかった期間の範囲の

期間  

 （２） 前号の規定により更新の猶予を受けようとする者は、指導医更新時期

猶予申請書に証明書類を添えて申請するものとする。  

 （３） 期間は、年度（4月 1日から翌年 3月 31日まで）を単位とする。 

 

（喪 失） 

第７条 指導医の喪失については、次により行う。  

 （１） 次の事項に該当する者に対しては、理事会の議を経て、指導医の認定

を取り消すものとする。  

   １）専門医の資格を喪失したとき。 

   ２）指導医の資格を辞退したとき。 

   ３）資格認定委員会による資格更新の審査で不合格であったとき。 

   ４）申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき。 

 （２） 前号の規定に該当する者については、理事会の議を経て、理事長名で

指導医資格喪失決定通知書（別紙様式）を送付する。 

 

（書 式） 



第８条 本内規に関する書式は、別に定める。 

 

（改 廃） 

第９条 本規則の改廃は、理事会の議を経て、代議員総会の承認を得ることと

する。 

 

 

附 則 

１ 本内規は、平成 25 年 6 月 12 日より施行し、平成 26 年 4 月 1 日より適用

する。 

２ 本内規の制定に基づき、「指導責任者の認定に関する申し合わせ」（平成 15

年 9月 27日施行）は平成 26年 3月 31日をもって廃止する。 

３ 平成 26 年 3 月 31 日現在、本医学会が認定している指導責任者は、この内

規に定める指導医とみなす。なお、平成 29 年 3 月 31 日までの指導医更新

者は、指導医講習会受講の必須を免除する。 

 

 




